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令和 6年神奈川県議会第 3回定例会 共生社会特別委員会 

 

令和 6年 12 月 12 日 

◆おだ幸子委員  

 公明党のおだ幸子です。 

 私からは、まず、介護分野におけるロボット・ＩＣＴ導入支援の推進について

何点か伺います。 

 まず初めに、令和５年第３回定例会におきまして、我が会派が介護ロボットの

普及促進に関する質問をいたしましたところ、知事からは、介護事業所に対し、

ロボットに対する具体的なニーズや導入する上での課題などを調査する旨の答

弁がございました。どのような調査を行ったのか、教えてください。 

 

◎高齢福祉課長  

 この調査、令和６年１月に、県内全ての介護事業所を対象に、介護ロボット導

入実態調査を実施したところでございます。内容は、導入している介護ロボット

の有無、あと、導入済みの場合は機器の種類や充足の度合い、未導入の場合につ

きましてはその理由や導入したい機器、介護ロボットを必要と感じない理由、そ

ういったことについて調査を行いまして、1,215 事業所から回答をいただきまし

た。 

 

◆おだ幸子委員  

 導入したい機器や必要と感じない理由など、いろいろ多岐にわたって聞かれ

たということですが、介護ロボットの必要性は感じているんだけれどもまだ導

入できていない事業所も多いと聞いております。導入が進んでいない要因とし

てはどのような意見が多かったのでしょうか。 

 

◎高齢福祉課長  

 介護ロボットを導入していない事業所からは、導入していない理由につきま

しては、まず、機器が高額であるという意見が最も多く、以下、何から手をつけ

ていいのか分からない、事業所内での同意が得られない、人間同士のコミュニケ

ーションを大事にしているといった意見が多くありました。そのほか、導入した

い機器がない、性能や安全面に疑問があるというような御意見をいただいたと

ころでございます。 

 

◆おだ幸子委員  

 最も多かったものが機器が高額であるという御意見だということでございま

すが、これに対して、県はどのように対応なさっているのでしょうか。 

 

◎高齢福祉課長  

 ロボット・ＩＣＴの導入に対しましては、補助金の交付という形で、支援を実

施しているところでございます。ただし、これらの補助金につきましては、全国

一律で、上限が定められておりまして、先行会派でも御指摘いただきましたとお
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り、導入に対して、事業所の負担が大きい場合もあることがございます。そこで、

県では、補助金の単価の見直しであったりだとか、導入した事業所に対する介護

報酬上の評価、あと、福祉用具として介護給付の対象とすることなどを国に対し

て要望しているところでございます。 

 

◆おだ幸子委員  

 続けて、何から手をつけていいか分からないですとか、事業所内での同意が得

られないという意見も多かったということでございますが、これらの意見に対

しては、県はどう分析して対応なさっているのでしょうか。 

 

◎高齢福祉課長  

 介護ロボットだとかＩＣＴの具体的な活用方法であったりだとか、適切に使

用するということにつきましては、介護現場における職員の負担軽減やサービ

スの質の向上に役立つものであるということの理解がまだまだ進んでいないの

ではないかという形で、分析しているところでございます。県では、今年度から、

介護生産性向上総合相談センターを設置しまして、ロボット・ＩＣＴの導入に関

する相談対応や、実際にロボット・ＩＣＴを導入した事業所の業務改善事例など

を紹介して行っているところでございます。 

 また、介護ロボットを体験使用していただくために、一定期間の無償貸出し

や、介護ロボットを導入しようとする事業所に対して専門のアドバイザーが継

続的に支援を行う伴走支援を実施し、介護ロボット・ＩＣＴの導入をしていただ

くための理解促進や支援に取り組んでいるところでございます。 

 

◆おだ幸子委員  

 同じく、ちょっと気になるんですけれども、導入したい機器がないですとか、

性能や安全面で疑問があるという御意見があって、これは、ニーズとシーズがマ

ッチングしていないのかなと思うんですけれども、そういう御意見に対しては、

同様に、どう分析して対応されているのでしょうか。 

 

◎高齢福祉課長  

 こうした御意見につきましては、本当に、現在、どのような機器があるという

ところが、そういうようなことに関する理解が進んでいないという面と、現在、

市場にある機器が現場のニーズにマッチしていないというところがあるのでは

ないかと考えています。そこで、機器に対する理解が進んでいない面につきまし

ては、先ほど御答弁させていただきましたとおり、介護生産性向上総合相談セン

ターを中心に、現在ある機器をきちんと紹介をしつつ、理解を深めていってもら

うように努めていきます。 

 また、機器が現場のニーズとマッチしていないという面につきましては、介護

ロボットの開発支援を行っている産業労働局との連携をしつつ、機器の開発や

改良を進めまして、介護現場において安心して使いやすい機器を活用していた

だけるように取り組んでいきたいと考えております。 
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◆おだ幸子委員  

 今年度から介護生産性向上総合相談センターができて、そこを中心に、ロボッ

ト・ＩＣＴの普及促進を推進されているということですが、現時点でどれぐらい

の利用があって、どんな御相談が多いのでしょうか。 

 

◎高齢福祉課長  

 大体、相談につきましては、月 10 件程度、現在あるような状況でございまし

て、相談内容で一番多いのは、補助金をどうやって申請したらいいのかとか、こ

の機器を購入する場合は補助金の対象になるのかという、補助金の相談が一番

多い状況でございます。 

 

◆おだ幸子委員  

 御相談内容としては、補助金が多いということで、ある程度決めてきていらっ

しゃる方も多いのかなと思いますので、やはりまだニーズが顕在化していない

事業者さんのニーズをどう掘り起こしていくかということも大事かなと思いま

す。また、今年度から始まったということでございますので、まだまだ認知され

ていないという面もありますが、まだ、相談というとなかなか考えてしまうので

すけれども、利用しやすいものにするためにどういう取組をされているのでし

ょうか。 

 

◎高齢福祉課長  

 まずは、この介護生産性向上総合相談センターを知ってもらうことが重要で

あることから、各事業所へのメール配信や、介護関連のイベントや研修会におい

て、介護生産性向上総合相談センターの紹介やチラシの配布などのＰＲを行っ

ております。また、伴走支援を経て介護ロボットを導入した事業所については、

成果報告会の実施を予定しておりまして、これらの取組によって、介護生産性向

上総合相談センターの事業を知ってもらって、かつ身近に感じてもらうことで、

より多くの事業所に利用してもらって、介護ロボット・ＩＣＴの導入を支援して

いきたいと考えております。 

 

◆おだ幸子委員  

 それでは、要望を申し上げます。 

 私どもの会派は、度々取り上げさせていただいていますが、やはりロボットの

ＩＣＴの導入ですとか、ロボットの実装ですとか、まだまだ課題が多くて、ただ、

やっぱりその導入というのは、介護事業者にとって、非常に有効なものであると

考えています。なかなか、でも、導入ができていないという、いろんな課題が横

たわっているのも現実でございます。より多くの事業者へのロボット・ＩＣＴの

導入促進のために、介護生産性向上総合相談センターには期待をしております

が、引き続き積極的な利用状況のウオッチをよろしくお願いいたします。 

 続きまして、福祉・介護人材の定着の取組についてお伺いいたします。 

 私が昨年 12 月に一般質問いたしまして、今定例会でも我が会派の西村議員が

代表質問いたしましたが、介護支援専門員の負担軽減について何点かお伺いい
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たします。 

 介護支援専門員の研修については、研修受講料の負担が大きく、全国的な課題

となっておりますが、この問題について国はどのように認識しているのか、教え

てください。 

 

◎地域福祉課長  

 介護支援専門員の研修受講料につきましては、実施主体である都道府県で、受

講料を定めているということがあり、負担軽減につきましては、国から、各都道

府県に対し、地域医療介護総合確保基金、あるいは教育訓練給付制度を活用して

支援するよう、働きかけを行われています。また、国が今年度から開催している

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会においても、受講料のほかに、柔

軟な受講が行えるようにする方策の検討など、法定研修の全般にわたって、見直

しが検討されています。 

 

◆おだ幸子委員  

 本当に、この問題は、いろんな角度から、国としても問題意識を持っているか

なと思うんですけれども、東京都では、今年度、支援をさらに充実させまして、

ケアマネの更新研修の受講料の４分の３を事業者に補助するなどやっておりま

す。既に、負担軽減に取り組んでいる地域もありますが、ほかの県の状況など、

財政面とかどのような状況なのか、教えてください。 

 

◎地域福祉課長  

 本県で調べたところ、地域医療総合確保基金を活用した受講料の支援につい

ては、東京都、埼玉県など 11都府県で実施しています。具体的には、受講者の

支払う受講料に直接補助する方法や研修機関の運営に補助をする方法、そして、

補助を実施する市町村に対して補助する方法など、やり方は、様々ある状況で

す。 

 

◆おだ幸子委員  

 それでは、本県としてはどのように検討を進めておられるのでしょうか。 

 

◎地域福祉課長  

 検討を進めるに当たり、まず、介護支援専門員の職能団体である神奈川県介護

支援専門員協会と定期的に意見交換をする場を設け、研修受講の実情や担い手

不足の状況などについてヒアリングを行いました。また、負担軽減を実施した場

合に制度運用に協力いただくことになる可能性がある研修機関からも意見を聴

取しました。そして、他県で実施している軽減制度の詳細をよく調査しまして、

比較検討しながら検討して、望ましい方法、負担軽減額などを具体的に検討して

いるところです。 

 

◆おだ幸子委員  

 今、検討いただいているということでございますが、いつまでに結論を出され
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るのか、また、負担軽減を導入するとなると、いつ頃からでしょうか。 

 

◎地域福祉課長  

 負担軽減につきましては、多額の費用を要するものであるため、必要性をしっ

かり議論し、制度設計をしっかり行っていく必要があることから、いつまでに結

論を出すということを決めてはおりません。その一方で、介護支援専門員の担い

手の確保は、早急に対応すべき事案だとも認識しておりますので、なるべく早期

に導入できるよう、迅速に検討を進めていきたいと考えております。 

 

◆おだ幸子委員  

 今、御認識いただいたように、介護支援専門員の人材不足の問題、本当に喫緊

の課題だと思いますので、また、隣接地域と比べて見劣りするというのは、人材

の流出という面でも問題かと思いますので、早急な御対応をよろしくお願いい

たします。 

 次に、報告資料に記載されております障害福祉分野での実態把握について伺

います。 

 この実態把握を行うことになった経緯についてお伺いします。 

 

◎地域福祉課長  

 県の当事者目線の障害福祉推進条例では、人材の定着を促進するため、県が就

労実態の把握等の措置を講じるものとしていますが、現在、介護分野で行われて

いる介護労働実態調査のような、国レベルで就労実態を把握する調査が実施さ

れていない状況にあります。そうしたことから、障害福祉サービス事業所等にお

ける定着状況などの就労実態や職場環境の整備、人材採用・育成・定着の取組及

び労働者の意識等を把握し、分析することで、障害福祉分野での実効性のある新

たな人材確保策を企画立案するための基礎資料とするため、今年度、就労実態調

査を実施することとしました。 

 

◆おだ幸子委員  

 介護分野に比べて、障害福祉分野の調査というのは、実は、あまり十分でなか

ったということを私は今回初めて知ったんですけれども、今年度実施される調

査の概要と調査する項目について教えてください。 

 

◎地域福祉課長  

 約 7,500 の障害福祉サービス事業所のうち、種別ごとに抽出した約 2,000 事

業所に対する事業所調査と、その事業所にて就労している従業員を対象とした

労働者調査の二つを行い、県内の障害サービス事業所の職場環境や就労状況な

どの実態を把握するものです。調査項目ですが、事業所調査については、雇用管

理状況、運用上の課題、職場環境の整備、職員の採用・育成・定着などとなって

おります。また、労働者調査については、労働条件などの職場環境、賃金、研修

などの能力開発の状況、働く上での悩み、不満、不安、労働者自身の状況などを

調査します。現在、調査を終えており、年度末に集計結果がまとまる予定です。 
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◆おだ幸子委員  

 数字的なものだけではなくて、労働者自身の中身の部分も調査されるという

ことで、非常に、その結果、しっかり、私も見させていただきたいなと思ってお

ります。就労の実態ですとか、労働者の意識等を把握するものということで、そ

れは、大変参考になると考えられますが、今後まとめられる結果をどのように生

かしていかれるのでしょうか。 

 

◎地域福祉課長  

 障害福祉分野の人材の確保や定着に向けては、地域医療介護総合確保基金の

ように、様々な取組に安定して充てることのできる財源がありません。現状で

は、県の一般財源を使用することになりますので、優先度の高い対策を抽出し、

実施する取組をより実効的なものにできるよう、この就労実態調査の結果をし

っかり分析してまいります。 

 

◆おだ幸子委員  

 ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 それでは、要望を申し上げます。 

 介護支援専門員の負担軽減については、繰り返しになりますが、全国的にも問

題となっており、国でも検討が進められています。12 月２日に行われた国のケ

アマネジメントに係る諸課題に関する検討会の資料によりますと、経験者の初

回の更新研修料は、データが記載されている 43都道府県のうち、９割以上が神

奈川県よりも受講料が安いというデータが掲載されておりました。受講料につ

いては、県の裁量が大きいことから、一刻も早い負担軽減を実現してください。

また、障害福祉分野の状況は、介護分野のように何万人不足という話は見えてき

ませんが、人材不足は、同様であると考えます。今回の調査結果を人材の確保・

定着施策がより実効的なものになるよう生かしていただくことを要望いたしま

す。 


